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野木町農業委員会第３６回総会 会議録 

 

１．開催日時   令和５年６月２０日（火）午前１０時招集 

 

２．開催場所   野木町役場 新館２階 大会議室 

 

３．出席委員   ９名 

会 長      ９番  黒 須 市 郎 

会長職務代理者  ７番  田 村 良 実 

委 員      １番  鈴 木   誠  ２番  柿 沼   誠 

  ３番  古澤  清一郎  ４番  渡 邉 初 枝 

５番  針 谷 盛 也  ６番  須 田 啓 一   

８番  舘 野 アサ子 

 

４．事務局職員  小沼事務局長・田宮庶務農地係長・尾崎主査 

 

５．付議案件 

議案第１号   農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第２号   非農地証明願について 

議案第３号   野木農業振興地域整備計画の変更について 

議案第４号   農用地利用集積計画の策定について 

報告第１号    農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出書の受理報告につ 

いて 

報告第２号   農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書の受理報告につ 

いて 

 

６．その他
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「 議  事 」 

 

事 務 局   開会を宣言（午前１０時） 

 

議  長   あいさつ及び出席委員数の報告及び総会成立宣言を行う。 

議事に入る前に、議事録署名人指名について会議に諮った。 

（異議なしの声あり） 

異議なしの声を受け、議席番号７番 田村良実委員、８番 舘野アサ子委 

員を指名した。書記には、尾崎主査を指名した。 

議事に入る旨を告げる。議事に入る旨を告げる。議案第１号 農地法第５ 

条の規定による許可申請について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   議案第１号 受付番号１５について説明。 

       野 渡    １筆  ４９５㎡  登記簿 畑・現況 田 

       譲渡人    Ａ 氏 

       譲受人    Ｂ 氏 

       権利の設定  使用貸借権設定 

       事由の概要  住宅敷地 

 

議  長   野渡地区担当調査員の報告を求めた。 

 

８番委員    ６月１３日午前１０時、３番委員、地元担当７番委員、地元推進委員と

ともに代理人立会いのもと現地調査を行った。 

  譲渡人のＡ氏６５歳は野渡在住で妻と二人暮らし。譲受人Ｂ氏２９歳は 

 小山市在住、妻、子供の３人暮らしです。Ａ氏はＢ氏の義理の父で、将来、 

両親の老後の面倒を見るため、実家に近い場所に自己用住宅を持ちたいと 

考え、Ａ氏が土地を提供いたしました。申請地の西側は住宅、南東側は農 

地、北側は道路となっています。住宅建設の際には近隣の境界にコンクリ 

ートブロックを設置し、周辺農地に影響がないよう十分距離をとるとのこ 

とです。また、申請地の角々の境界も確認いたしました。許可にあった 

ては、何ら問題はないと思われます。ご審議のほどよろしくお願いいた 

します。 

 

議  長    質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

７番委員    申請地の南側は茨城県古河市であり、県境の場所です。農地もきちんと 

       管理されていました。よって、調査員の報告のとおり、何ら問題ないと思 



 

- 3 - 

 

    われる。 

 

議  長    他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 

        質疑がないため、議案第１号 受付番号１５について許可することに賛 

       成の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め許可することを告げた。 

次に、議案第２号 非農地証明願いについて事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   議案第２号 受付番号１４について説明。 

        潤 島   ２筆  ４３０㎡  登記 畑・ 現況 宅地 

        願出人   Ｃ 氏 

        事由の概要 昭和４５年頃より隣接する住宅敷地と一体的に利用してい 

る。 

 

議  長    担当調査員の報告を求めた。 

 

５番委員    ６月１３日午前９時、１番委員、地元担当６番委員、地元推進委員とと 

       もに代理人立ち合いのもと現地調査を行った。 

        申請地は住宅敷地に挟まれており、今年２月に農振除外の申請がされて

いる農地です。また、願出人Ｃ氏の子供が家を建てる計画があるとのこと

です。 

なお、境界の杭も確認いたしました。よって、何ら問題はないと思われ 

       るので、ご審議のほどよろしくお願いいた 

 

議  長    質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

６番委員    調査委員の調査のとおりです。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長    他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 

        質疑がないため、議案第２号 受付番号１４について許可することに賛 

       成の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め許可することを告げた。 

次に、議案第３号 野木農業振興地域整備計画の変更について事務局の 

       説明を求めた。 

 

事 務 局   議案第３号 整理番号１につて説明。 

        野 木   １筆  ３００㎡   台帳及び現況  畑 
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利用目的  住宅敷地 

利用予定者 Ｄ 氏・Ｅ 氏 

所有者  Ｆ 氏 

 

議  長    野木地区担当調査員の報告を求めた。 

 

３番委員    6月１３日火曜日、 午前１１時 8番委員、地元担当７番委員、地元推 

       進員とともに、代理人立会いのもと現地調査を行った。 

本申請は茨城県古河市在住にＦ氏６８歳が所有する農地を野木在住のＤ 

       氏３９歳、Ｅ氏４５歳が住宅敷地として売買による所有権取得のための農 

       用地域からの除外申請です。手続き終了後は、農地法第５条の許可申請を 

       行う予定です。以上調査内容を終了いたします。ご審議のほどよろしくお 

       願いいたします。 

 

議  長    質疑はないか諮った。 

 

１番委員    調査担当委員の報告のとおり、所有者、古河市在住のＦ氏が申請地を農 

       地として購入したことが記憶に新しく、取得してからの年数がたっていな 

       い農地の転用について問題はないのか、事務局に確認いたします。 

 

事 務 局    農地購入後、月日が経過していない農地の転用については、今年の４月 

       １日に農地法が改正され、以前は三年三作要件が馴染んでいましたが、こ 

の要件が廃止になったことが国より通達がありました。よって、３条で購 

入後、農地を４条又は５条の転用申請をしても基本的に三年三作の縛りが 

ないので問題ないとのことです。 

しかし、聞き取り等を行って転用行為を目的として３条で農地購入をし 

       たことが分かった場合、却下はできますが、明確な根拠がない限りは難し 

いです。                               

 

議  長    質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

７番委員    調査委員の調査のとおりです。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長    他に質問はないか諮った。（質疑なし） 

        質問が無いため、適とすることに賛成の委員の挙手を求めた 

（全員挙手） 

全員賛成と認め、適とすることを告げた。 
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次に、議案第４号 農用地利用集積計画の策定について事務局の説明を求 

めた。 

 

事 務 局  議案第４号について説明。 

       整理番号５－２２ 

新 規 野 渡  ２筆   計１，７０６㎡ 現況 田 

設定をする者   Ｇ 氏 

設定を受ける者  Ｈ（株） 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和５年７月１日から令和１０年６月３０日 

借 賃      １０ａあたり１０，０００円 

借賃の支払期限  毎年１２月２０日までに支払い 

 

整理番号５－２３ 

新 規 野 渡  ４筆  計３，４７０㎡ 現況 畑 

設定をする者   Ｉ 氏 

設定を受ける者  Ｈ（株） 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和５年７月１日から令和１０年６月３０日 

借 賃      １０ａあたり１０，０００円 

借賃の支払期限  毎年１２月２０日までに支払い 

 

整理番号５－２４ 

更 新 野 渡  １筆   ２３７㎡ 現況 畑 

設定をする者   Ｊ 氏 

設定を受ける者  Ｈ（株） 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和５年７月１日から令和１０年６月３０日 

借 賃      １０ａあたり１０，０００円 

借賃の支払期限  毎年１２月２０日までに支払い 

 

整理番号５－２５ 

新 規 野 渡  ２筆   計６０４㎡ 現況 畑 

設定をする者   ｋ 氏 

設定を受ける者  Ｈ（株） 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和５年７月１日から令和１０年６月３０日 
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借 賃      １０ａあたり１０，０００円 

借賃の支払期限  毎年１２月２０日までに支払い 

 

議  長   質疑がないか諮った。（質疑なし） 

       質疑がないため、議案第４号 農用地利用集積計画の策定について承認す 

      ることに賛成の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

       全員賛成と認め承認することを告げた。 

       次に、報告第１号 農地法第４条第１項第８号規定による農地転用届出書  

      の受理報告について、事務局の証明を求めた。 

 

事 務 局   報告第１号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出書の受 

理報告について説明。 

 

       受付番号１３ 

       丸 林    １筆   １８８㎡   登記簿・現況ともに畑 

       届出人    Ｌ 氏 

       事由の概要  住宅敷地 

               

議  長   この案件につきましては、調査不要のため報告のみと告げ、次に報告第２ 

      号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書の受理報告につ 

いて、事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局     報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書の受 

理報告について説明。 

 

受付番号１１ 

友 沼     １筆   ３５４㎡  登記簿・現況とも  畑 

譲渡人     Ｍ 氏 

       譲受人     Ｎ 氏 

       事由の概要   住宅敷地 

       移転の内容   所有権移転 

 

受付番号１２ 

友 沼     ４筆   ３，００４㎡  登記簿 山林・現況 畑 

譲渡人     ０ 氏  

       譲受人     Ｐ（株） 

       事由の概要   共同住宅敷地 
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       移転の内容   所有権移転 

 

議  長   この案件については、調査不要のため報告のみと告げた。 

議案第１号から第４号、報告第１号及び第２号の全ての審議の終了を告げ 

た。次にその他について、事務局に諮った。 

 

事 務 局 ① 令和５年度 標準農作業料金について 

       ② 農地の売り渡し等希望について 

       ③ 第３２回ひまわりフェスティバ日程表について（該当者のみ） 

       ④ 野木町農業委員会懇親会（令和５年５月２２日開催）決算報告について 

 

議  長   他にあるか諮った。（別になしの声あり） 

       以上で議事がすべて終了した旨を告げ、閉会を宣言した。 

                             （午前１１時） 

 

 

 

 

 


